
令和６年 11 月吉日 

 

関係自治会の皆様 

 

長野県建設部河川課長 

長野県上田建設事務所長 

 

 

一級河川矢出沢川 特定都市河川の指定に関する説明会開催のお知らせ 

 

 

 県の建設行政につきまして、日頃から格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

県では現在、近年の気候変動によって激甚化、頻発化する水災害へ対応する

ため、行政だけでなく、川とともに暮らす地域住民や企業、関係者とともに協

力し、流域全体で「水害に強い地域づくり」を行う流域治水の取り組みを進め

ております。上田市街地を流れる一級河川矢出沢川の流域では、より一層の流

域治水の取り組みを推進するため、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定

都市河川への指定を検討しております。 

つきましては、下記のとおり特定都市河川の指定に関する説明会を開催しま

すので、皆様のご参加をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日時 

12 月 10 日（火） 19 時から 

 

２ 場所 

西部公民館 大ホール（常磐城五丁目 4番 34 号） 

回 覧 

問い合わせ先 

長野県上田建設事務所 整備課 

担 当  森泉（課長）、守矢
も り や

（担当） 

電 話  0268-25-7165 

メール  ueken-seibi@pref.nagano.lg.jp 

「特定都市河川浸水被害対策法」の概要につきましては裏面をご覧ください ⇒ 

問い合わせ先 

長野県建設部 河川課 

担 当  江守（課長）、秋山
あきやま

（担当） 

電 話  026-235-7310 

メール  kasen@pref.nagano.lg.jp 



令和６年 11 月吉日 

 

関係自治会の皆様 

 

長野県建設部河川課長 

長野県上田建設事務所長 

 

 

一級河川矢出沢川 特定都市河川の指定に関する説明会開催のお知らせ 

 

 

 県の建設行政につきまして、日頃から格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

県では現在、近年の気候変動によって激甚化、頻発化する水災害へ対応する

ため、行政だけでなく、川とともに暮らす地域住民や企業、関係者とともに協

力し、流域全体で「水害に強い地域づくり」を行う流域治水の取り組みを進め

ております。上田市街地を流れる一級河川矢出沢川の流域では、より一層の流

域治水の取り組みを推進するため、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定

都市河川への指定を検討しております。 

つきましては、下記のとおり特定都市河川の指定に関する説明会を開催しま

すので、皆様のご参加をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日時 

12 月 11 日（水） 19 時から 

 

２ 場所 

上田合同庁舎「南棟」（上田市材木町 1-2-6） 

回 覧 

会場案内 

上田合庁 

健康プラザ 

駐車場 

南棟 

問い合わせ先 

長野県上田建設事務所 整備課 

担 当  森泉（課長）、守矢
も り や

（担当） 

電 話  0268-25-7165 

メール  ueken-seibi@pref.nagano.lg.jp 

「特定都市河川浸水被害対策法」の概要につきましては裏面をご覧ください ⇒ 

問い合わせ先 

長野県建設部 河川課 

担 当  江守（課長）、秋山
あきやま

（担当） 

電 話  026-235-7310 

メール  kasen@pref.nagano.lg.jp 



令和６年 11 月吉日 

 

関係自治会の皆様 

 

長野県建設部河川課長 

長野県上田建設事務所長 

 

 

一級河川矢出沢川 特定都市河川の指定に関する説明会開催のお知らせ 

 

 

 県の建設行政につきまして、日頃から格別のご理解とご協力を賜り厚く御礼

申し上げます。 

県では現在、近年の気候変動によって激甚化、頻発化する水災害へ対応する

ため、行政だけでなく、川とともに暮らす地域住民や企業、関係者とともに協

力し、流域全体で「水害に強い地域づくり」を行う流域治水の取り組みを進め

ております。上田市街地を流れる一級河川矢出沢川の流域では、より一層の流

域治水の取り組みを推進するため、特定都市河川浸水被害対策法に基づく特定

都市河川への指定を検討しております。 

つきましては、下記のとおり特定都市河川の指定に関する説明会を開催しま

すので、皆様のご参加をお願いいたします。 

 

記 

 

１ 日時 

12 月 12 日（木） 19 時から 

 

２ 場所 

上野が丘公民館 大ホール（上田市住吉 378 番地 1） 

回 覧 

問い合わせ先 

長野県上田建設事務所 整備課 

担 当  森泉（課長）、守矢
も り や

（担当） 

電 話  0268-25-7165 

メール  ueken-seibi@pref.nagano.lg.jp 

「特定都市河川浸水被害対策法」の概要につきましては裏面をご覧ください ⇒ 

問い合わせ先 

長野県建設部 河川課 

担 当  江守（課長）、秋山
あきやま

（担当） 

電 話  026-235-7310 

メール  kasen@pref.nagano.lg.jp 



国土交通省「特定都市河川パンフレット」を加工

今回の特定都市河川指定に伴う取り組みの一つとして、
「雨水浸透阻害行為許可制度」の導入を予定しています


